


事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直しについて 

 

 我が国においては，急速に進行している人口減少や少子高齢化に加え，経済再生と財政再建化，様々な自然災害への対応や防災・

減災対策など，多くの課題への対応が求められる中，政府は，地方創生をはじめ一億総活躍社会や働き方改革による成長と分配の好

循環の実現などのため，各般の施策に取り組んでおります。 

 

 一方で，地方公共団体に目を向けますと，行財政改革の推進，分権型社会への移行，経済・産業の活性化，雇用の確保と雇用環境

の向上，人口減少および少子高齢化等の様々な課題に重点的に取り組み，個性と工夫に満ちた魅力あるまちづくりを進めて行くこと

が強く求められており，本市においても，本年３月に策定した，「函館市総合計画」では，「社会情勢の変化と函館市の現状を踏まえ

たまちづくり」，「函館市の優位性を活かすまちづくり」，「ともに役割を果たし協働を進化させるまちづくり」をまちづくりの基本的

な考え方として，各種施策に取り組んでいるところであります。 

 

 この間，本市の行財政改革については，業務の効率化の視点はもとより，地方分権の進展や社会保障制度の改正への対応など，新

たな行政課題へ対応するため，適宜，適切な職員数の見直しを進めてまいりましたが，今後におきましても，全ての職員が，本市を

取り巻く現状や課題を十分に認識したうえで，労使一体となって，前例にとらわれることなく，創意と工夫をこらした事務事業・組

織機構の見直しを行うことが重要であると考えております。 

 

 つきましては，平成３０年度の事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直しについて，別紙のとおり提案いたしますので，

貴職のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 



平成３０年度部局別事務事業・組織機構の見直し項目および増減数

増    減    項    目 増減数 備　　　考

国際・地域交流課 姉妹都市周年事業終了に伴う減 △ 1

△ 1

増    減    項    目 増減数 備　　　考

[公立はこだて未来大学への派遣]
プロパー化の推進による派遣職員の引き揚げに伴う減 △ 3

△ 3

増    減    項    目 増減数 備　　　考

地域福祉課 福祉コミュニティエリア整備関連業務の移管に伴う減 △ 1

介護保険課 高齢者保健福祉計画等の策定終了および介護保険事業管理業務等の移管に伴う減 △ 5

医療・介護連携担当課長 在宅医療・介護サービスの相談体制の構築に伴う減 △ 1

高齢福祉課

認知症初期集中支援業務の体制整備終了および地域包括支援センター関連業務等の

移管に伴う減

△ 4

地域包括ケア推進課 高齢者介護・福祉施策の集約化による課の新設に伴う増 10

指導監査課 監査実施体制の強化に伴う増 3

障がい福祉計画策定終了に伴う減 △ 1

窓口業務等の一元化による担当課長の廃止および業務執行体制の見直しに伴う増 1

生活支援第１課 生活保護費返還金・徴収金の債権回収事務の強化に伴う増 1

亀田福祉課 生活保護世帯の減少に伴う減（ケースワーカー） △ 1

2

計

計

部   課   名

企　画　部

計

部   課   名

保健福祉部

部   課   名

企　画　部

障がい保健福祉課
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平成３０年度部局別事務事業・組織機構の見直し項目および増減数

増    減    項    目 増減数 備　　　考

子どもサービス課 管理栄養士業務の嘱託化に伴う減および認定・入退所業務等の体制強化に伴う増 1

1

増    減    項    目 増減数 備　　　考

環境対策課 ＰＣＢ廃棄物の適正処理に係る体制強化に伴う増 1

埋立処分場 リサイクルセンターのアルミ缶等中間処理業務の委託拡大に伴う減 △ 1

0

増    減    項    目 増減数 備　　　考

経済企画課長の次長事務取扱に伴う減 △ 1

ＩＴ産業の振興・誘致業務，創業支援業務および産学官連携業務の移管に伴う減な

らびに金融・団体指導業務の移管に伴う増

△ 2

食の産業化業務，フード特区業務の移管に伴う減 △ 1

金融・団体指導業務の移管に伴う減 △ 1

国内外への販路拡大業務等の移管に伴う減 △ 4

中心市街地活性化基本計画終了に伴う担当部長および担当課長の廃止による減 △ 2

食品加工関連業務等の移管に伴う減 △ 2

ＩＴ産業の振興・誘致業務，創業支援業務および産学官連携業務の移管に伴う増 3

企業立地担当課長 企業誘致体制の強化等に伴う増 1

食産業振興課 食関連業務の集約化による課の新設に伴う増 8

労働課（雇用労政課） （課名を労働課から雇用労政課へ改称） 0 ※課名改称

△ 1

工業振興課

経済企画課

計

部   課   名

子ども未来部

部   課   名

経　済　部

部   課   名

環　境　部

商業振興課

計

計
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平成３０年度部局別事務事業・組織機構の見直し項目および増減数

増    減    項    目 増減数 備　　　考

（広域連携およびフェスティバルタウン形成の推進体制の強化に伴う増） （3）

コンベンション推進課 組織再編による課の廃止に伴う減 △ 4

観光推進課 組織再編による課の廃止に伴う減 △ 8

観光誘致課 組織再編による課の新設に伴う増 9

観光振興課 組織再編による課の新設に伴う増 6

3

増    減    項    目 増減数 備　　　考

施設管理課 組織再編による課の廃止に伴う減 △ 11

道路等維持業務の完全委託化に伴う減 △ 3

組織再編による課の廃止に伴う減 △ 12

道路管理課 組織再編による課の新設に伴う増 17

公園河川管理課 組織再編による課の新設に伴う増 8

公園河川整備課 河川調整業務の移管に伴う減 △ 2

△ 3

増    減    項    目 増減数 備　　　考

都市整備課 空家等の対策に係る業務の移管に伴う増 1

住宅課 空家等の対策に係る業務の移管に伴う減 △ 1

0

観　光　部

計

維持課

計

土　木　部

都市建設部

部   課   名

部   課   名

部   課   名

計
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平成３０年度部局別事務事業・組織機構の見直し項目および増減数

増    減    項    目 増減数 備　　　考

学校教育課 学校再編業務等の移管に伴う減 △ 4

学校再編・計画担当課長 組織再編に伴う減 △ 1

教育政策推進室長 教育政策推進室の新設に伴う増 1

教育政策推進室

教育政策課

組織再編による課の新設に伴う増 3

教育政策推進室

学校再編・地域連携課

組織再編による課の新設に伴う増 3

教育指導課 業務執行体制の見直しに伴う減 △ 1

小中学校 学校統合に伴う校舎等環境整備業務および学校調理業務の減 △ 10

学校調理業務の委託化に伴う減 △ 2

△ 11

△ 13

計

総　　　　合　　　　計総　　　　合　　　　計総　　　　合　　　　計総　　　　合　　　　計

部   課   名

教）学校教育部
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△ 1増  減 △ 1

1 3 4

係長・主査・担当者 計

配置数 1 4 5 配置数

計 区  分 部長 次長 課長 主幹区  分 部長 次長 課長 主幹 係長・主査・担当者

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

企企企企 画画画画 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

主 査 3 担当 1

国際・地域交流課

・ハリファックス市姉妹都市提携３５周年

およびユジノサハリンスク市姉妹都市提携

２０周年記念事業の終了に伴い，１名を削

減するものであります。

国際・地域交流課 (5) 国際・地域交流課 (4)

主 査 3
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平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

企企企企 画画画画 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

区  分 部長 次長 課長 主幹 係長・主査・担当者

6 配置数

区  分 部長 次長計

配置数 3 3

増  減

計課長 主幹 係長・主査・担当者

△ 3 △ 3

3 0 3

[公立はこだて未来大学への派遣]

・事務局職員のプロパー化により派遣職員

３名（主査）を引き揚げるものでありま

す。

参事３級　3

派遣６名 派遣３名

参事３級　3主 査 3
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介護保険課

・高齢者保健福祉計画，介護保険事業計画

の策定終了に伴い，１名を削減するととも

に地域包括ケア推進課の新設に伴い，介護

保険事業管理業務等を移管し，４名を削減

するものであります。

医療・介護連携担当課長

・在宅医療・介護サービスの相談体制の構

築により，廃止するとともに，保健所地域

保健課主査と担当各１名の兼務を解くもの

であります。

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保保保保 健健健健 福福福福 祉祉祉祉 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

地域福祉課 (7)

主 査 2 担当 1 主 査 2

（福祉推進） （福祉推進）

担当 1

（地域福祉） （地域福祉）

主 査 2 担当 2 主 査 1 担当 2

医療・介護連携

担当課長

地域福祉課

・地域包括ケア推進課の新設に伴い，福祉

コミュニティエリア整備関連業務を移管

し，１名を削減するものであります。

(　廃　止　)

主 査 1 担当 1

主 査 1 担当 7

（企画）

[保健所]

地域保健課(10)

(保健所次長事務取扱)

地域福祉課 (8)

介護保険課 (29) 介護保険課 (24)

主 査 2 担当 3

（介護サービス）

（介護保険料）

主 査 1 担当 6 主 査 1 担当 6

（管理・計画）

担当 7

（介護認定）

（介護サービス）

主 査 1

（介護認定）

主 査 1 担当 7 主 査 1 担当 7

（介護保険料）

主 査 2 担当 4

地域保健課(10)

(保健所次長事務取扱)

【保健所参事３級兼務】

【介護保険課兼務】

【介護保険課兼務】

[保健所]

担当 1担当 1

主 査 2 担当 4

主 査 1 担当 1

（企画）
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（在宅医療・介護連携）

主 査 1

（介護予防・認知症）

担当 7

（高齢者・介護総合相談窓口）

（家族介護支援）

（高齢者・介護総合相談窓口）

主 査 1

（介護予防・認知症）

（支援体制・人材育成）

担当 2

担当 1

担当 6

主 査 2 担当 5

担当 5

主 査 1

主 査 1 担当 3

主 査 1

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保保保保 健健健健 福福福福 祉祉祉祉 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

（家族介護支援）

地域包括ケア推進課

・地域包括ケアシステムの構築に向けた高

齢者介護福祉施策を一体的に所管し，より

効果的に施策を推進するため，新たに地域

包括ケア推進課を設置し，１０名を配置す

るものであります。

地域包括ケア推進課 (10)

高齢福祉課 (19)

主 査 2

主 査 1

主 査 2

（企画・管理）

高齢福祉課

・認知症初期集中支援業務の体制整備終了

に伴い，１名を削減するとともに，地域包

括ケア推進課の新設に伴い，地域包括支援

センター関連業務等を移管し，３名を削減

するものであります。

高齢福祉課 (15)
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主 査 2

（相談支援

　・精神保健）

担当 1

担当 3

担当 5

(　廃　止　)

主 査 1

(社会参加・事業)

担当 3

主 査 1

(公費医療等)

担当 11

主 査 1

(給付管理)

指導監査課

・監査実施体制の強化を図るため，３名を

増員するものであります。

障がい保健福祉課 (27)

主 査 1

(相談支援)

指導監査課 (9)

主 査 1

主 査 2

（社会福祉施設）

主 査 1

（障害等）

（社会福祉法人）

主 査 1

担当 1

指導監査課 (12)

主 査 2

（社会福祉法人）

主 査 1

（社会福祉施設）

主 査 2

(社会参加・給付)

担当 5

精神保健

担当課長

担当 4

（高齢者）

主 査 1

（障害等）

担当 3

（高齢者）

主 査 1

主 査 2

(精神保健)

担当 5

担当 5

主 査 1

(公費医療等)

障がい保健福祉課

・障がい福祉計画の策定終了に伴い，１名

を削減するものであります。

・相談件数の増加に伴い，窓口業務等を一

元化し，担当課長を廃止するとともに，２

名を増員し，障がい保健福祉施策の効率

的・効果的な業務執行体制とするものであ

ります。

障がい保健福祉課 (28)

担当 5

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保保保保 健健健健 福福福福 祉祉祉祉 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）
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177

増  減 △ 1 3 2

配置数 9 168

主幹 係長・主査・担当者 計

配置数 10 165 175

区  分 部長 次長 課長 主幹 係長・主査・担当者 計 区  分 部長

主 査 4

(保護)

担当 29

亀田福祉課 (45)

課長

主 査 1

(福祉)

担当 6

担当 3

主 査 2

(総合相談)

担当 6

主 査 4

(保護)

担当 28

亀田福祉課

・被保護世帯数の減少に伴い，１名を削減

するものであります。

亀田福祉課 (46)

主 査 1

(福祉)

担当 3

主 査 2

(総合相談)

次長

担当 7

主 査 2

(保護)

担当 13 主 査 2

(保護)

担当 13

主 査 1

(不正)

主 査 1

(不正)

生活支援第１課 (25) 生活支援第１課 (26)

主 査 2

(管理)

担当 6 主 査 2

(管理)

生活支援第１課

・生活保護費返還金・徴収金の債権回収事

務を強化するため，１名を増員するもので

あります。

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

保保保保 健健健健 福福福福 祉祉祉祉 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）
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(サービス・給付)

担当 8

(指導監査)

主 査 1

主 査 1

主 査 1

13

主 査 1

(認定・入退所)

(サービス・給付)

(指導監査)

(保育料) (保育料)

担当 7

(認定・入退所)

増  減

11 12 配置数

計課長 主幹 係長・主査・担当者

1

次長

1

1 121

部長 次長 課長 主幹 係長・主査・担当者 計

子どもサービス課

・保育所給食業務等管理栄養士業務の嘱託

化に伴い，１名を削減するとともに，認

定・入退所業務およびサービス・給付業務

の体制強化を図るため，２名を増員するも

のであります。

子どもサービス課(12) 子どもサービス課(13)

主 査 1

主 査 1

区  分 部長

配置数

主 査 1

区  分

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

子子子子 どどどど もももも 未未未未 来来来来 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

主 査 1

11



担当 8

(処分場) (処分場)

主 査 1 担当 5 主 査 1 担当 4

(特定施設指導)

埋立処分場

・リサイクルセンターのアルミ缶等中間処

理業務の委託拡大に伴い，１名を削減する

ものであります。

埋立処分場 (16) 埋立処分場 (15)

主 査 1 担当 8 主 査 1

(リサイクルセンター) (リサイクルセンター)

担当 3 主　査 1

(許認可・排出指導) (公害対策)

担当 2

主　査 1

担当 1

担当 1主 査 1

(水質・土壌)

主 査 1

(大気・悪臭)

環境対策課

・ＰＣＢ廃棄物の適正処理に係る体制強化

を図るため，１名を増員するとともに，業

務執行体制を見直すものであります。

主 査 2

環境対策課 (11)

主　査 1 担当 3

(産業廃棄物対策)

(ＰＣＢ)

主　査 1 担当 1

環境対策課 (10)

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

環環環環 境境境境 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

区  分 部長 次長 課長 主幹 係長・主査・担当者

26

計 区  分 部長 次長

配置数 2 24

係長・主査・担当者

配置数 2

計課長 主幹

24 26

増  減

12



係 長 1 担当 3

(庶務)

係 長 1

商業振興課

・金融・団体指導業務等を経済企画課へ移

管し，１名を削減するものであります。

・食産業振興課の新設に伴い，国内外への

販路拡大業務等を移管し，４名を削減する

ものであります。

・中心市街地活性化基本計画の計画期間終

了に伴い，担当部長および担当課長を廃止

するとともに，中心市街地関連業務の執行

体制を見直すものであります。

商業振興課(13) 商業振興課 (8)

主 査 1 主 査 1

（連携･起業･IT産業)

主 査 1

（食の産業化）

経済企画課

・経済企画課長の次長事務取扱に伴い，１

名を削減するものであります。

・ＩＴ産業の振興・誘致業務，創業支援業

務および産学官連携業務を工業振興課へ移

管し，３名を削減するとともに，中小企業

振興業務を一元化するため，商業振興課か

ら金融・団体指導業務等を移管し，１名を

増員するものであります。

・食産業振興課の新設に伴い，食の産業化

業務，フード特区業務を移管し，１名を削

減するものであります。

経済企画課(10)

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

経経経経 済済済済 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

(庶務)

担当 2

（商業） （商業）

主 査 1 主 査 2

主 査 2 担当 2 主 査 1

（産業政策）

経済企画課 (6)

(経済部次長事務取扱)

担当 1

(　廃　止　)

主 査 1

（金融指導） （中心市街地・施設）

主 査 1 担当 3 主 査 1

担当 3

中心市街地

担当課長

(　廃　止　)

主 査 2

担当 1

（小売商業） （計量検査所長）

主 査 1

中心市街地

担当部長

（貿易振興）

（中心市街地再生）

主 査 1 担当 1

（計量検査所長）

（公共施設）

13



工業振興課

・食産業振興課の新設に伴い，食品加工関

連業務等を移管し，２名を削減するもので

あります。

・ＩＴ企業を含む企業誘致体制の強化およ

び創業・産学官連携業務の一元化を図るた

め，経済企画課からＩＴ産業の振興・誘致

業務，創業支援業務および産学官連携業務

を移管し，３名を増員するものでありま

す。

主 査 1

(食産業）

主 査 1

(物産)

企業立地

担当課長

担当 4

主 査 1

(食品加工)

主 査 1

(食品)

主 査 1

(貿易)

主 査 1 担当 1

(連携)

食産業振興課(8)

主 査 1

(企業立地)

担当 1

担当 3

主 査 1

主 査 1

(事業推進)

主 査 1

担当 3

(工業)

食産業振興課

・食関連業務を一体的に取り組み,「食の

産業化」を推進するため，新たに食産業振

興課を設置し，８名を配置するものであり

ます。

企業立地担当課長

・ＩＴ企業を含む企業誘致体制の強化等を

図るため，配置するものであります。

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

経経経経 済済済済 部部部部

(企業立地)

(工業)

主 査 1

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

工業振興課(10)工業振興課 (9)

主 査 1

(事業推進)

14



主幹 係長・主査・担当者 次長

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

経経経経 済済済済 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

計 区  分 部長

労働課（雇用労政課）

・業務内容について分かりやすい組織とす

るため，課の名称を雇用労政課に改めるも

のであります。

労働課 (6) 雇用労政課 (6)

区  分 部長 次長 課長

配置数 1 5 34

計

0

5

0 △ 1

係長・主査・担当者課長 主幹

40 配置数 34 39

増  減 △ 1

0
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(フィルムコミッション)

コンベンション推進課 (4)
(　廃　止　)

主 査 1 担当 1

(コンベンション)

主 査 1

・広域連携およびフェスティバルタウン形

成の推進体制を強化するため，３名を増員

するとともに観光客等の誘致，観光資源の

充実に係る施策について，それぞれの分野

に特化した，効率的かつ効果的な業務執行

体制とするため，課を再編するものであり

ます。

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

観観観観 光光光光 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

(誘客・受入)

観光推進課

・観光誘致課および観光振興課の新設に伴

い，８名を削減し，課を廃止するものであ

ります。

(　廃　止　)

コンベンション推進課

・観光誘致課および観光振興課の新設に伴

い，４名を削減し，課を廃止するものであ

ります。

観光推進課 (8)

主 査 1 担当 2

(広域観光)

主 査 2 担当 2

16



15

増  減 3 3

配置数

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

観観観観 光光光光 部部部部

計計 区  分 部長課長

13

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

配置数 2 10 12

部長 次長

2

課長 主幹 係長・主査・担当者次長

(フィルムコミッション)

区  分 主幹 係長・主査・担当者

観光誘致課

・観光客誘致，コンベンション等の各種行

事（ＭＩＣＥ）の誘致業務や広域連携業務

等を一体的に取り組み，効率的かつ効果的

な業務執行体制とするため，新たに観光誘

致課を設置し，９名を配置するものであり

ます。

観光振興課

・フェスティバルタウン形成の推進，イベ

ント等のソフト系観光資源開発，フィルム

コミッション業務等を一体的に取り組み，

効率的かつ効果的な業務執行体制とするた

め，新たに観光振興課を設置し，６名を配

置するものであります。

観光振興課 (6)

主 査 2

   (フェスティバルタウン

               ・観光開発)

(ＭＩＣＥ)

担当 5

主 査 1

(誘客・広域観光)

担当 2

観光誘致課 (9)

主 査 2

主 査 1

17



（関係部分掲載）

(　廃　止　)

担当 5主 査 7

運転手 2

主 査 1

主 査 1

（指定管理）

（緑化推進）

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

維持課 (15)

（関係部分掲載）

内　　容 現　　　行 見　直　案

土土土土 木木木木 部部部部

主 査 3 担当 2

（占用）

担当 1

担当 2

(　廃　止　)

道路管理課

・占用業務および道路維持業務について，

道路維持管理業務として一体的に取り組

み，効率的かつ効果的な業務執行体制とす

るため，新たに道路管理課を設置し，１７

名を配置するものであります。

道路管理課 (17)

施設管理課

・道路管理課の新設に伴い，占用業務を移

管し，５名を削減するとともに，公園河川

管理課の新設に伴い，指定管理業務および

緑化推進業務を移管し，６名を削減し，課

を廃止するものであります。

維持課

・道路等維持業務の完全委託化に伴い，３

名を削減するものであります。

・道路管理課の新設に伴い，１２名を削減

し，課を廃止するものであります。

施設管理課 (11)

主 査 3 担当 2

（占用）

主 査 6 担当 5

（道路維持）

18



担当 2

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

土土土土 木木木木 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

担当 2

公園河川管理課

・指定管理業務，緑化推進業務，河川維持

業務および河川調整業務について公園河川

維持管理業務として一体的に取り組み，効

率的かつ効果的な業務執行体制とするた

め，新たに公園河川管理課を設置し，８名

を配置するものであります。

（河川）

主 査 1 担当 2

（施設）

公園河川整備課

・公園河川管理課の新設に伴い，河川調整

業務を移管し，２名を削減するものであり

ます。

公園河川整備課(11)

主 査 2 担当 2

（調整）

主 査 1

（河川整備）

主 査 1 担当 2

（施設整備）

（調整）

主幹区  分 部長 次長 課長 主幹 係長・主査・担当者

配置数

計 区  分 部長 次長 課長

34

係長・主査・担当者 計

配置数 3 34 37

△ 3

3 31

△ 3

公園河川管理課(8)

主 査 1

（施設）

（公園・緑化）

主 査 1

（河川）

主 査 1

増  減

公園河川整備課(9)

担当 2

担当 1

主 査 1 担当 1

主 査 1 担当 1
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主 査 2

(市営住宅)

担当 5

主 査 1

(住宅施策)

主 査 1

(空家対策)

主 査 2

(開発指導・行服審査)

担当 3主 査 1

係長・主査・担当者

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

都都都都 市市市市 建建建建 設設設設 部部部部

（関係部分掲載） （関係部分掲載）

住宅課 (9)

担当 5

主 査 2

(住宅施策・空家対策)

都市整備課 (7) 都市整備課 (8)

主 査 2

(区画整理)

課長 主幹

都市整備課

・近年，社会問題化している特定空家の解

消を含め，空家対策を市街地の再編・整備

と一体的に取り組むため，住宅課から空家

等の対策に係る業務を移管し，職員１名を

増員するものであります。

住宅課

・空家等の対策に係る業務を都市整備課へ

移管し，１名を削減するものであります。

主 査 2

(市営住宅)

計 区  分

(開発指導・行服審査)

担当 3

主 査 1

(区画整理)

住宅課 (10)

区  分 部長 次長 部長 次長 課長 主幹 係長・主査・担当者 計

配置数 2 15 17 配置数 2 15 17

増  減
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教育政策推進室

・今日的な教育課題への対応，教育政策の

立案機能の充実を図るため，新たに教育政

策推進室を設置し，室長（次長職）を配置

するとともに，教育政策課および学校再

編・地域連携課を新設するものでありま

す。

教育政策課

・学習指導要領への対応，新規事業の企画

立案に取り組むため，３名を配置するもの

であります。

学校再編・地域連携課

・学校再編の推進，地域学校協働活動の促

進等に取り組むため，３名を配置するもの

であります。

教育指導課

・教育政策推進室の新設に伴う業務執行体

制の見直しにより，指導主事１名を削減す

るものであります。

教育政策推進室(7)

教育政策課(3)

学校再編・

地域連携課(3)

教育指導課 (5) 教育指導課 (4)

担当 1

主 査 1 担当 1

(政策企画)

担当 8

主 査 1

(教職員)

主 査 1

主 査 1

(学務)

学校教育課(15)

主 査 1

(学務)

学校再編･計画

担当課長

(　廃　止　)

主 査 1

担当 8

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

教育委員会事務局 学校教育部教育委員会事務局 学校教育部教育委員会事務局 学校教育部教育委員会事務局 学校教育部

（関係部分掲載）（関係部分掲載）

学校教育課

・教育政策推進室の新設に伴い，学校再編

業務等を移管し，４名を削減するものであ

ります。

学校再編・計画担当課長

・教育政策推進室の設置に伴い，廃止する

ものであります。

学校教育課(11)

(再編・地域連携)

指導主事(3)指導主事(4)

(教職員)

主 査 2 担当 2

(計画)
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△ 11増  減 1 1 △ 1 △ 12

1 4 3 136 144

係長・主査・担当者
計

配置数 3 4 148 155 配置数

計 区  分 部長 次長 課長 主幹

（関係部分掲載）

小中学校

・学校統合に伴い，用務員８名，調理員２

名を削減するものであります。

・学校給食調理業務の委託化に伴い，調理

員を２名削減するものであります。

小中学校 (134)

調理員  20

区  分 部長 次長 課長 主幹
係長・主査・担当者

小中学校 (122)

用務員 110

調理員  24

用務員 102

平成３０年度　事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直し

内　　容 現　　　行 見　直　案

教育委員会事務局 学校教育部教育委員会事務局 学校教育部教育委員会事務局 学校教育部教育委員会事務局 学校教育部

（関係部分掲載）
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